
平
成
二
年
法
務
省
・
運
輸
省
令
第
一
号

内
航
運
送
取
扱
業
者
営
業
保
証
金
規
則
の
廃
止
等
に
関
す
る
省
令

貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
施
行
後
も
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
五
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
（
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
附
則
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
施
行
後
も
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
五

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
内
航
海
運
業
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
航
運
送
取
扱
業
者
営
業
保
証
金
規
則
の
廃
止
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
内
航
運
送
取
扱
業
者
営
業
保
証
金
規
則
の
廃
止
）

第
一
条
　
内
航
運
送
取
扱
業
者
営
業
保
証
金
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
法
務
省
・
運
輸
省
令
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
営
業
保
証
金
の
取
戻
し
）

第
二
条
　
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
営
業
保
証
金
の
取
戻
し
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
主
た
る
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
内
航
海
運
業
法
（
以
下
「
旧
内
航
海
運
業
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
年
月
日

三
　
営
業
保
証
金
の
額

四
　
法
の
施
行
前
に
当
該
営
業
保
証
金
に
つ
き
旧
内
航
海
運
業
法
第
十
三
条
第
一
項
（
旧
内
航
海
運
業
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
権
利
を
有
し
て
い
た
者
は
、
一
定
期

間
内
に
、
そ
の
債
権
の
額
及
び
債
権
の
発
生
の
原
因
た
る
事
実
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
た
申
出
書
二
通
を
当
該
公
告
を
し
た
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
べ
き
旨

五
　
前
号
の
申
出
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
営
業
保
証
金
が
取
り
戻
さ
れ
る
旨

２
　
営
業
保
証
金
の
取
戻
し
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
地
方
運
輸
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
前
条
第
一
項
の
公
告
に
定
め
る
期
間
内
に
同
項
第
四
号
の
申
出
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の
証
明
書
を
同
項
の
公
告
を
し
た
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
前
条
第
一
項
の
公
告
に
定
め
る
期
間
内
に
同
項
第
四
号
の
申
出
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
申
出
書
の
各
一
通
及
び
申
出
に
係
る
債
権
の
総
額
に
関
す
る
証
明
書
を
、
同
項
の
公
告
を
し
た
者
に
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
第
二
条
第
一
項
の
公
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
供
託
物
の
取
戻
し
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
供
託
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
法
務
省
令
第
二
号
）
第
二
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
供
託
物
払
渡
請
求
書
に
添
付
す
べ
き
書
類

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
も
っ
て
足
り
る
。

一
　
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
証
明
書

二
　
前
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
書
類
及
び
申
出
に
係
る
旧
内
航
海
運
業
法
第
十
三
条
第
一
項
の
権
利
が
存
在
し
な
い
こ
と
又
は
消
滅
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
営
業
保
証
金
の
還
付
）

第
五
条
　
法
附
則
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
の
施
行
後
も
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
内
航
海
運
業
法
第
十
三
条
第
一
項
（
法
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
法
の
施
行
後
も
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

旧
内
航
海
運
業
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
権
利
の
実
行
の
た
め
供
託
物
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
供
託
規
則
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
供
託
物
の
供
託
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
あ
て
の
通
知
書
（
別
記
様
式
）
三
通
を
当
該
供
託
物
が
供
託
さ
れ
て
い
る
供
託
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
　
供
託
所
は
、
供
託
物
を
還
付
し
た
と
き
は
、
前
条
の
通
知
書
の
う
ち
二
通
を
当
該
地
方
運
輸
局
長
に
発
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
前
条
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
地
方
運
輸
局
長
は
、
そ
の
一
通
を
当
該
供
託
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
法
務
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
に
よ
る
通
知
書
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
記
様
式
（
第
５
条
関
係
） 

 

別記様式（第５条関係） 

 

 

（日本産業規格 A４） 

通 知 書 

還 付 金 額  

還 付 年 月 日  

債 権 額  

債権発生の原因 

たる事実    

 

供託者の氏名又 

は名称及び住所 

 

※ 供託年月日  

※ 供 託 番 号  

※ 供 託 金 額  

供 託 所 名  

上記供託金について頭書のとおり還付を受けたから通知する。 

 

 

年  月  日 

 

住 所 

氏 名 

 

地方運輸局長 

運輸監理部長 あて 

 

注 ※の付してある欄には、数回の供託に係る供託金につき還付を受ける場合

は、それらを連記すること。 
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